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１ 計画策定の背景と趣旨 

本市においては、令和２年 10 月 1 日時点で 65 歳以上の高齢者の割合が 35.7％、75歳以上の高齢

者（後期高齢者）の割合が 19.6％となっており、国や県の平均より高い水準にあります。 

団塊の世代が後期高齢者となる令和７（2025）年には、65歳以上の高齢者の割合が 39.1％、後期

高齢者の割合が 22.8%に、第 2 次ベビーブーム期（1971～1974 年）に生まれた団塊ジュニア世代

が 65 歳以上となる令和 22（2040）年には、65 歳以上の高齢者の割合が 39.4％、後期高齢者の割

合が 26.5%に達すると見込まれ、高齢者人口の増加に伴い、ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯、認

知症高齢者等の地域の支援が必要な高齢者の増加が予想されています。 

本計画は、介護保険法等の改正や第７期計画の施策の実績や課題等を踏まえて所要の見直しを図ると

ともに、高齢者等が住み慣れた地域で可能な限り継続して生活できるよう、令和７（2025）年、令和 22

（2040）年の地域の将来像を見据えた「地域包括ケアシステム」のさらなる深化・推進を目指していき

ます。 

  参 考  介護保険制度改正のポイント                              

＜介護保険制度改革の全体像＞             ＜第８期計画において記載を充実する事項＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 法令の根拠と計画の期間 

（１）法令の根拠 

本計画は、老人福祉法（昭和 38 年法律第 133 号）第 20 条の 8 の規定に基づく市町村老人福祉計

画と介護保険法（平成 9年法律第 123号）第 117 条の規定に基づく市町村介護保険事業計画を一体と

して策定し、高齢者に関する基本的な政策目標を設定するとともに、その実現に向けて取り組むべき施

策全般を盛り込むものです。 

（２）計画の期間 

令和３年度から令和５年度までの３年間を計画期間とするものです。 

  

１．2025・2040 年を見据えたサービス基

盤、人的基盤の整備 

２．地域共生社会の実現 

３．介護予防・健康づくり施策の充実・推進

（地域支援事業等の効果的な実施） 

４．有料老人ホームとサービス付き高齢者向

け住宅に係る都道府県・市町村間の情報

連携の強化 

５．認知症施策推進大綱等を踏まえた認知症

施策の推進 

６．地域包括ケアシステムを支える介護人材

確保及び業務効率化の取組の強化 

７．災害や感染症対策に係る体制整備 
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喜多方市 

人数（割合） 

高齢者   ：16,662人（35.7％） 

要介護認定者： 3,406人（20.4％） 

認知症高齢者： 2,243人（13.5％） 

高齢者   ：1,355人（48.0％） 

要介護認定者： 326人（24.1％） 

認知症高齢者： 226人（16.7％） 

高齢者   ：1,071人（44.4％） 

要介護認定者： 201人（18.8％） 

認知症高齢者： 123人（11.5％） 

高齢者   ：3,157人（40.3％） 

要介護認定者： 632人（20.0％） 

認知症高齢者： 444人（14.1％） 高齢者   ：3,744人（33.5％） 

要介護認定者： 796人（21.3％） 

認知症高齢者： 530人（14.2％） 

高齢者   ：3,476人（31.6％） 

要介護認定者： 680人（19.6％） 

認知症高齢者： 423人（12.2％） 

高齢者   ： 743人（45.5％） 

要介護認定者： 129人（17.4％） 

認知症高齢者：  69人（ 9.3％） 

高齢者   ：3,116人（31.7％） 

要介護認定者： 642人（20.6％） 

認知症高齢者： 428人（13.7％） 

３ 高齢者の状況 

（１）日常生活圏域別の状況 

令和２年の日常生活圏域別の高齢者人口、要介護認定者数（高齢者のみ）、認知症高齢者数を以下に示

しました。要介護認定者及び認知症高齢者の割合をみると、「喜多方二区」「喜多方三区」「塩川区」「山都

区」は、喜多方市の平均値よりも高くなっています。 

＜日常生活圏域の区域図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）高齢者実態調査による高齢者の状況 

介護を受けたい場所として『自宅』を希望している方は、ニーズ調査では約６割、在宅介護実態調査で

は７割以上となっています。 

一方で、『自宅』以外を希望する方は、ニーズ調査では約２割、在宅介護実態調査では約１割となって

います。 

＜介護を受けたい場所（ニーズ調査・在宅介護実態調査）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

家族や親族の世話だけを受けて、自宅で生

活したい

ホームヘルパーやデイサービスなどの介護

サービスを受けながら、自宅で生活したい

主に介護サービスを利用して、高齢者向け

住宅に住み替えて生活したい

数人で暮らせる、家庭的な介護つきホーム

（グループホーム）で介護を受けたい

介護付き有料老人ホームなどの施設に入所

したい

特別養護老人ホームなどの施設に入所した

い

その他

どのようにしたらよいかわからない

無回答
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ニーズ調査 n=(10,023)  

在宅介護実態調査 n=(794)  

(%)

『自宅』 

ニーズ 58.9% 

在 宅 75.8% 

『自宅以外』 

ニーズ 17.4% 

在 宅 12.3% 
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４ 2025年、2040年の目指す姿 

（１）2025年、2040年の高齢者の状況 

 令和２年 
(2020) 

令和７年 
(2025) 

令和 22 年 
(2040) 

高齢者人口（高齢化率） 16,662 人（35.7％） 17,110 人（39.1％）  14,788 人（39.4％）  

前期高齢者（高齢化率） 7,514 人（16.1％） 7,141 人（16.3％） 4,855 人（12.9％） 

後期高齢者（高齢化率） 9,148 人（19.6％） 9,969 人（22.8％） 9,933 人（26.5％） 

第１号被保険者数 16,662 人 17,110 人 14,788 人 

要介護（要支援）認定者数（第１号被保険者） 

要介護認定率（第１号被保険者） 

3,406 人 

20.4％ 

3,670 人 

21.4％ 

3,756 人 

25.4％ 

認知症高齢者数（第１号被保険者） 

高齢者人口（第１号被保険者）に占める 

認知症高齢者の割合 

2,243 人 

 

13.5％ 

2,451 人 

 

14.3％ 

2,526 人 

 

17.1％ 

介護サービス利用者の推計    

施設サービス利用者 766 人 906 人 912 人 

居住系サービス利用者 214 人 264 人 266 人 

居宅サービス利用者 1,447 人 1,561 人 1,602 人 

サービス未利用者 1,053 人 1,004 人 1,025 人 

    

 

（２）喜多方市の将来像 

本市の地域包括ケアシステムの将来像は、高齢者や障がい者が住み慣れた地域で可能な限り継続して

生活できるよう、個々の市民の状態やその変化に応じ、「医療・介護・障がい福祉・介護予防・生活支援・

住まい」が一体的かつ継続的に提供できる喜多方市を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

すまい
ケアマネジャー

健診・検診・
予防接種

在宅医療

日常の医療
・かかりつけ医
・かかりつけ歯科医
・かかりつけ薬剤師

配食

太極拳緊急通報
システム

除雪

（行政)

医療 介護

地域包括
支援センター
サブセンター

薬剤

歯科

退院調整看護師
MSW・PSW

高齢者生産
活動センター

・民生児童委員
・安全協力員

地域ケア会議

サービス
担当者会議

・デマンド交通
・介護タクシー

認知症初期集中
支援チーム

急性期病院
施設・居宅系サービス
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・認知症対応型共同生活介護
・特定施設入居者生活介護等

退院支援

地域包括ケアシステムは、
おおむね30分以内に必要なサービス
が提供される日常生活圏域(具体的
には中学校区)を単位として想定
※地域によっては会津若松市や会津
坂下町の圏域

介護予防・生活支援

相談
・消費生活相談センター
・生活サポートセンター

訪問理美容

介護予防教室

協議体

喜多方市地域包括
ケアシステム
推進協議会

検討・進捗管理

（老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO等）

※会津若松市、会津
坂下町の病院含む

庁内会議
情報連携

連携の輪を拡大

障がい福祉

在宅系サービス
・訪問介護・訪問看護・通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・短期入所生活介護・福祉用具
・24時間対応の訪問サービス
・看護小規模多機能型居宅介護等
介護予防サービス

障害福祉サービス

相談支援専門員

高齢
福祉課

社会
福祉課

保健課 こども課

授産施設

ふれあい
いきいきサロン

老人クラブ

近隣の見守り

傾聴
ボランティア

障がい者が65歳
以上になった時
の情報の引継

・支部社協
・ふれあい福祉協議会

回復期病院
慢性期病院

施設 自宅

自宅に戻る
準備 季節や

家族事情
により変化

認知症地域
支援推進員

生活支援コーディネーター

病院からのスムーズな退
院、在宅や施設の移行
を目指す

退院調整は、退院調
整看護師、MSW、
PSW、地域包括支援
センター、ケアマネジャー
が中心となって行う

市外の医療機関等との
連携を積極的に行う

介護側が把握したい
医療情報を適切に
共有できることを目
指す

障がい者が65歳に
なる時、相談支援専
門員とケアマネジャー
がスムーズに連携を
行うことを目指す

既存の生活支援サービスを最大限
に活かし、継続させることを目指す

生活支援コーディネーターが中心と
なり、地域資源と住民を繋ぐ

行政職員、社会福祉協議会、地域包括支援セ
ンター等が密に連携し高齢者等を見守る

働ける人は働き、生き生きと生活できるようなコ
ミュニティづくりを目指す

認知症
サポーター

介護相談員

（社会福祉協議会)

太極拳
ゆったり体操
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５ 基本理念及び基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

高齢者と障がい者が住み慣れた地域で可能な限り継続して生活できるよう、 

医療・介護・介護予防・住まい及び自立した日常生活の支援が 

包括的に確保される喜多方 

基本理念 

 

１ 介護サービスの充実 
（1）地域包括支援センターの充実 

（2）介護人材の確保と資質向上 

（3）介護サービスの質の向上 

３ 認知症施策の推進 
（1）認知症施策の普及・啓発の推進 

（3）認知症についての理解の浸透 

（2）認知症地域支援体制の充実 

基本方針１ 安心して利用できる医療・介護 

２ 医療と介護連携の推進 
（1）多職種連携の充実 

（2）入院・退院調整 

（3）円滑な介護医療院への転換 

 

基本方針２ 各地域の特徴に応じた介護予防・生活支援 

５ 高齢者の生きがいづくりの推進 （2）生涯学習の推進 

（1）社会参加の推進 

（3）敬老事業 

４ 日常生活を包括的に支援する 

体制の整備 
（2）生活支援サービスの充実 

（3）生活支援コーディネーターの配置 

（4）生活支援支え合い会議の設置 

（5）地域ケア会議の実施 

（1）介護予防の充実 

 

基本方針３ 地域で安心して暮らせる住まい 

６ 高齢者の尊厳の保持・見守り体制の充実 
（1）権利擁護体制の充実 

（2）高齢者虐待防止体制の充実 

（3）見守り・相談体制の充実 

（4）災害対策や感染症対策の推進 

（2）高齢者の住まいの安定的な確保 

（1）介護保険施設等の整備計画 

７ 住まいの環境整備 

 

基本方針４ 持続可能な介護保険事業 

８ 持続可能な介護保険事業 
（1）介護給付適正化のための施策 
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６ 施策の展開 

 

 

介護サービスの充実のほか、地域包括ケアシステムの中核となる地域包括支援センターの

体制強化や総合相談支援の強化、福祉・介護人材の確保と資質向上及び業務の効率化、事業

者との連携・情報の共有、助言など介護サービスの質の向上を図ります。 

多職種連携の充実や入院・退院調整、療養病床の介護医療院への転換等、在宅医療と介護

が円滑に提供できる仕組みづくりを推進します。 

認知症に関する理解促進や医療・ケア等の地域支援体制の整備等、国の認知症施策推進大

綱に沿って施策を推進していきます。 

 

基本施策１ 介護サービスの充実 

施策の方向性 

介護サービスの円滑な運営と介護サービスの充実を推進します。 

地域包括ケアシステムを深化・推進するため、地域包括支援センターの機能強化を

図っていきます。また、総合的な相談支援の強化を図ります。 

福祉・介護人材の確保と資質の向上に向けて取組を進めていきます。 

利用者が安心して利用できる介護サービスの提供を目指

す取組を推進していきます。 

事業方針 

（１）地域包括支援センターの充実 

（２）介護人材の確保と資質向上 

（３）介護サービスの質の向上 

 

基本施策２ 医療と介護連携の推進 

施策の方向性 

医療機能の分化と並行して、地域における医療機関と介護

事業者が一体となった取組が必要となることから、在宅医療

と介護が連携する地域づくりを目指します。 

事業方針 

（１）多職種連携の充実 

（２）入院・退院調整 

（３）円滑な介護医療院への転換 

 

基本施策３ 認知症施策の推進 

施策の方向性 

認知症に対する誤解や偏見をなくし、認知症になってもできる限り安心して在宅で

生活できる地域づくりを目指し、認知症施策推進大綱の基本的な考え方を踏まえ、新

オレンジプランとの整合性を図りながら、関係部署と連携し、認知症施策を総合的に

推進していきます。 

事業方針 

（１）認知症施策の普及・啓発の推進 

（２）認知症地域支援体制の充実 

（３）認知症についての理解の浸透 

  

基本方針１ 安心して利用できる医療・介護 
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介護予防・日常生活支援総合事業や運動教室等の充実を図るとともに、生活支援サービス

を充実していきます。 

生活支援コーディネーターや就労的活動支援コーディネーターの配置、生活支援支え合い

会議の設置、多職種協働で支援する地域ケア会議を実施し、地域支援体制の連携強化を図り

ます。 

高齢者が培った知識や経験、技術を発揮できる社会参加の場や多種多様な生涯学習の機会

の充実を図ります。 

 

基本施策４ 日常生活を包括的に支援する体制の整備 

施策の方向性 

高齢者を支える包括的支援と多様な協働による地域包括ケアシステムを深化・推進

し、地域のあらゆる住民が役割を持ち、支え合いながら、自分らしく活躍できる地域

コミュニティを醸成し、公的な福祉サービスと協働して助け合いながら暮らすことの

できる地域共生社会を目指していきます。 

介護予防サービスや日常生活を支えていく生活支援サービス、リハビリテーション

等の体制整備を図るとともに、多様な取組への参画とともに住民が主体的に活動でき

るよう支援を行い、地域で高齢者の地域生活を支えることを目指します。 

事業方針 

（１）介護予防の充実 

（２）生活支援サービスの充実 

（３）生活支援コーディネーターの配置 

（４）生活支援支え合い会議の設置 

（５）地域ケア会議の実施 

 

基本施策５ 高齢者の生きがいづくりの推進 

施策の方向性 

交流の場やボランティア活動、社会貢献できる場を提供し、高齢者の地域での孤立

防止や高齢者の生きがいづくり、要介護状態等の予防・軽減・悪化防止を推進します。 

また、ボランティア活動や就労的活動等の高齢者の社会参加

を通じて、元気高齢者が生活支援の担い手として活躍できる場

の充実を図ります。 

事業方針 

（１）社会参加の推進 

（２）生涯学習の推進 

（３）敬老事業 

  

基本方針２ 
 

各地域の特徴に応じた介護予防・生活支援 
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成年後見制度の周知等、権利擁護体制の充実に取り組むとともに、地域における見守り・

相談体制の強化を図ります。 

高齢者虐待相談窓口の周知とともに、関係者間のネットワーク強化や事業所等への研修機

会の確保等による対応力の向上を図り、高齢者虐待防止体制の充実に努めます。 

地域住民や自治会、事業所や団体等への防災意識の向上を図り、地域協働体制の強化に努

めます。 

また、介護事業所等の関係機関と連携し感染症対策についての周知啓発・研修などを行う

とともに、感染症の発生時に必要な物資についての備蓄・調達・輸送体制の整備を行ってい

きます。 

高齢者の身体的特徴や経済的負担等の生活ニーズに合った住まいが提供されるよう、県や

市町村間との情報連携も図りつつ、住まいの環境の整備を図ります。 

 

基本施策６ 高齢者の尊厳の保持・見守り体制の充実 

施策の方向性 

認知症等により自らの判断や意思表示が困難な高齢者に対して支援する権利擁護体

制の充実、高齢者の見守り体制の強化、相談体制の充実を図ることで、生活環境を考

慮した地域包括ケアシステムを構築していきます。 

高齢者の尊厳の保持という観点からは、虐待防止に取り組んでいきます。 

国、県、地域と連携し、災害対策や感染症対策に取り組み、

高齢者が安心して在宅で暮らすことができる支え合いの地域社

会の構築を目指します。 

事業方針 

（１）権利擁護体制の充実 

（２）高齢者虐待防止体制の充実 

（３）見守り・相談体制の充実 

（４）災害対策や感染症対策の推進 

 

基本施策７ 住まいの環境整備 

施策の方向性 

持家や賃貸住宅の住宅改修支援に加え、生活指導・相談、安否の確認、一時的な家

事援助、緊急時対応等のサービスを提供するシルバーハウジング・プロジェクトや高

齢者向け公営住宅、その他の高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームに関する供給目

標や質の確保等について、必要に応じて県と連携を図り取り組んでいきます。 

介護保険施設等整備計画としては、介護サービス等の見込み

を反映したものを作成します。 

事業方針 
（１）介護保険施設等の整備計画 

（２）高齢者の住まいの安定的な確保 

  

基本方針３ 
 

地域で安心して暮らせる住まい 
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＜第８期介護保険施設等整備計画＞ 

施設等種別 整備定員数 予定地区 開設予定年度 

【施設サービス】    

介護老人福祉施設 

（短期入所生活介護より転換） 

10 人 

（100 人→110 人） 
塩川区 令和３年度 

介護老人福祉施設 

（短期入所生活介護より転換） 

10 人 

（110 人→120 人） 
塩川区 令和４年度 

介護医療院 

（医療療養病床より転換） 
55 人 喜多方一区 令和４年度 

介護医療院 

（医療療養病床より転換） 
46 人 喜多方二区 令和５年度 

【居住系サービス】    

特定施設入居者生活介護 35 人 喜多方一区 令和４年度 

特定施設入居者生活介護 

（短期入所生活介護より転換） 

12 人 

（12 人→24 人） 
喜多方二区 令和３年度 

認知症対応型共同生活介護 9 人 塩川区 令和４年度 

【居宅サービス】    

小規模多機能型居宅介護 29 人 塩川区 令和４年度 

 

 

 

 

 

 

 

安定した介護保険サービスを提供するために、適切なサービス量の見込み、見込量の確保、

円滑なサービスの提供、介護給付等に要する費用の適正化により、今後の介護サービスの需

要の増加にも対応できるよう、持続可能な介護保険事業を運営していきます。 

 

基本施策８ 持続可能な介護保険事業 

施策の方向性 

適切なサービス量の見込み、見込量の確保に関する施策、円滑なサービスの提供を

図る施策、介護給付等に要する費用の適正化により、介護需要の増加と令和７（2025）

年、令和 22（2040）年、いわゆる 2040 年問題にも対応できるよう、介護保険事

業を運営していきます。 

また、要介護認定の適正化、ケアプランの点検、住宅改修の点検等、縦覧点検・医

療情報との突合、介護給付費通知の主要５つの取組を推進していきます。 

事業方針 （１）介護給付適正化のための施策 

  

基本方針４ 
 

持続可能な介護保険事業 
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７ 将来推計人口と要介護者等の推計数 

第８期計画期間中においては、総人口は減少傾向で推移し、令和５年には45,021人になる見込みで、

0～14 歳は 5,092 人、15～64 歳は 23,114 人に減少し、65 歳以上の高齢者が 16,815 人に増加

する見込みです。 

また、高齢者人口のうち、前期高齢者は減少傾向となり、後期高齢者は増加傾向で推移する見込みで、

令和５年には、前期高齢者は 7,230 人、後期高齢者は 9,585 人、高齢化率は 37.3%と見込んでいま

す。 

要介護（要支援）認定者数は、増加傾向で推移し、令和５年には 3,610人（うち、第１号被保険者数

は 3,538 人、要介護認定率 21.0％）となる見込みです。 

要介護（要支援）認定者に対する介護サービス利用者は、標準的居宅サービスは横ばい傾向、居住系サ

ービスは微増後に横ばい傾向となります。施設サービスは増加傾向で推移する見込みです。 

 

＜総人口の推計＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜高齢者人口の推計＞ 
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5,149 5,124 5,106 5,092 5,022 4,991

24,924 24,259 23,659 23,114 21,604 17,772
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 ＜要介護（要支援）認定者数の推計＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜要介護（要支援）認定者等の介護サービス利用者の推計＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 介護給付費等対象サービスの事業費の見込み 

（単位：千円） 

区 分 
令和３年度 

（2021） 

令和４年度 

（2022） 

令和５年度 

（2023） 

令和７年度 

（2025） 

令和 22年度 

（2040） 

①標準給付費見込額 5,447,738 5,665,552 5,871,570 6,117,198 6,200,892 

介護給付等保険給付費 5,051,484  5,270,709 5,458,693 5,696,500 5,754,190 

その他費用 396,254 394,843 412,877 420,698 446,702 

②地域支援事業費見込額 244,160 250,041 256,427 249,755 216,694 

介護予防・日常生活支援総合事業 128,752 130,691 132,668 125,356 109,177 

包括的支援事業（地域包括支援セ

ンターの運営）及び任意事業費 
82,161 83,220 84,335 84,771 73,267 

包括的支援事業（社会保障充実分） 33,247 36,130 39,424 39,628 34,250 

①＋② 合 計 5,691,898 5,915,593 6,127,997 6,366,953 6,417,586 
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399 401 404 407 417 417
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要介護５
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要介護３

要介護２

要介護１

要支援２

要支援１

要介護

認定率

(第１号）

（人）

※施 設 サ ー ビ ス：介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、地域密着型介護老人福祉施設 

 居 住 系 サ ー ビ ス：認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護 

 標準的居宅サービス：居住系以外の訪問介護、訪問看護、通所介護、短期入所、福祉用具貸与等の通常の居宅サービス 
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９ 介護保険料 

（１）第１号被保険者の保険料 

第６期 

平成 27～平成 29年度 

(2015～2017） 

第７期 

平成 30～令和２年度 

(2018～2020） 

第８期 

令和３～５年度 

(2021～2023） 

4,980円 5,480円 5,480円 

 

（２）第１号被保険者の所得段階別の介護保険料（第８期） 

段 階 対 象 者 保険料率 保険料月額 保険料年額 

第１段階 

生活保護を受けている人 

世帯全員が市町村民税非課税で老齢福祉年金を受けて

いる人、世帯全員が市町村民税非課税で前年の課税年

金収入額と合計所得金額を合わせて 80 万円以下の人 

基準額 

×0.45 
2,466 円 29,592 円 

第２段階 

世帯全員が市町村民税非課税で、前年の課税年金収入

額と合計所得金額を合わせて 80 万円を超え 120 万円

以下の人 

基準額 

×0.7 
3,836 円 46,032 円 

第３段階 
世帯全員が市町村民税非課税で、前年の課税年金収入

額と合計所得金額を合わせて 120 万円を超える人 

基準額 

×0.7 
3,836 円 46,032 円 

第４段階 

市町村民税課税者がいる世帯で、本人が市町村民税非

課税及び前年の課税年金収入額と合計所得金額を合わ

せて 80 万円以下の人 

基準額 

×0.85 
4,658 円 55,896 円 

第５段階 

市町村民税課税者がいる世帯で、本人が市町村民税非

課税及び前年の課税年金収入額と合計所得金額を合わ

せて 80 万円を超える人 

基準額 

×1.0 
5,480 円 65,760 円 

第６段階 
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が 120

万円未満の人 

基準額 

×1.2 
6,576 円 78,912 円 

第７段階 
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が 120

万円以上 200 万円未満の人 

基準額 

×1.3 
7,124 円 85,488 円 

第８段階 
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が 200

万円以上 300 万円未満の人 

基準額 

×1.5 
8,220 円 98,640 円 

第９段階 
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が 300

万円以上 400 万円未満の人 

基準額 

×1.7 
9,316 円 111,792 円 

第 10 段階 
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が 400

万円以上 500 万円未満の人 

基準額 

×1.85 
10,138 円 121,656 円 

第 11 段階 
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が 500

万円以上 700 万円未満の人 

基準額 

×2.0 
10,960 円 131,520 円 

第 12 段階 
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が 700

万円以上 900 万円未満の人 

基準額 

×2.15 
11,782 円 141,384 円 

第 13 段階 
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が 900

万円以上の人 

基準額 

×2.30 
12,604 円 151,248 円 
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